
●「広報くさつ」「市ホームページ」広告掲載の問い合わせは、広報課（ 3階）☎561-2327、561-2483
　◎広報くさつ　　　広告掲載料金： 1枠��32,000円（約62,000部発行）
　◎市ホームページ　広告掲載料金： 1枠・1カ月��20,000円
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●「みんなの掲示板」の 7 月号の締め切りは 5 月23日㈪です　問�広報課（ 3 階）☎561-2327、561-2483
● �サークルなどのメンバー募集は「いいことないかな？でんごんばん」でチェック！
　問�草津コミュニティ支援センター（西大路町）　☎・563-0932※平日10：00～15：00
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◦保健師、助産師、保育士による妊娠、
出産、子育て期に関する相談

�問 �子育て相談センター（さわやか保健センター 3階）�
☎561-2339、561-2491

◦家庭相談員による子どもと家庭の問題
についての相談・支援

�問 ��家庭児童相談室（さわやか保健センター 3階）�
☎561-2460、561-6780

◦少年に関する悩みの相談・支援など
　 平日 9：30～16：00
　※カウンセラー相談あり〔予約制〕
�問 �少年センター（大路二、キラリエ草津内）
　☎562-0594、567-0557
◦心身の発達に支援が必要な人と
　その家族の相談・支援
　 平日 8：30～17：15〔予約制〕
�問 ��発達支援センター（西渋川二）
　☎569-0353、566-5144
◦障害福祉に関する相談・支援
　 月～土曜日の 8：30～17：15
　　〔予約制〕�※祝日は除く
�問 �障害者福祉センター（西渋川二）
　☎569-0356、569-0354
◦高齢者に関すること
�問 各地域包括支援センター
　（高穂）☎561-8143、561-9524
  （草津）☎561-8144、561-9525
  （老上）☎561-8145、561-9526
  （玉川）☎561-8146、561-9527
  （松原）☎561-8147、561-9528
  （新堂）☎568-4148、568-3529

◦お金や就労、ひきこもりなど、福祉の
総合相談窓口

◦�就労を妨げるさまざまな要因を
　かかえている人の就労相談・支援
問 ��人とくらしのサポートセンター（ 2階）
　☎561-6927、561-0180

◦消費者契約トラブルなどに関する相談
　 平日 9：00～16：30
�問 ��消費生活センター（ 1階）
　☎561-2353、561-2334

◦若者の就職相談窓口
　 �平日 9：00～17：00（予約優先）
　対 �15～49歳と家族
�問 �滋賀県地域若者サポートステーション
草津本所（西渋川一）

　☎563-0366、563-0368

◦就職氷河期世代の就職相談
　 �平日 9：00～17：00　対 �35～54歳
�問 �しが就職氷河期世代サポートコーナー
（西渋川一）
　☎563-0350、563-0304

◦DV相談、女性の総合相談
　 平日、第 3土曜日 9：00～12：00、
     13：00～16：00
◦女

あ な た

性のためのカウンセリングルーム
　 第 1水曜日、第 3土曜日〔予約制〕
�問 �男女共同参画センター（大路二、キラリエ草津内）
　☎565-1539、565-1518

◦法律（弁護士）市民相談
19日㈭�13：30～16：30

　〔予約制、6日㈮～13日㈮〕�
　定 6 人〔先着順〕
◦行政相談（国の事務に関する困りごと相談）
　〔行政相談委員〕 9日㈪、17日㈫
　 9：30～12：00
◦行政書士相談（相続・遺言・成年後見など）

24日㈫�13：30～16：00〔予約制、
　 6日㈮～23日㈪〕�定 5人〔先着順〕
◦「あなたの相談室」（弁護士相談）
　（相続・離婚・交通事故・債務整理）
　 17日㈫�15：00～19：00〔予約制〕
問 ��市民相談室（ 1階）☎561-2329、561-2334
　※平日 9：00～16：30
◦人権に関する相談�
　�〔人権擁護委員〕 �平日の月曜日
　9：00～12：00、13：00～16：00
　〔弁護士〕 24日㈫�13：30～16：30〔予約制〕
問 �人権センター（大路二、キラリエ草津内）
　☎563-1660、563-7070
◦年金に関する相談
　 �平日 8：30～17：15（月曜日は19：00

まで）、14日㈯� 9：30～16：00
　　〔予約制、☎0570-05-4890〕
�問 ��日本年金機構 草津年金事務所（西渋川一）
　☎567-1311、562-9638

相談窓口のご案内　　月 秘密は厳守します。安心して相談してください。　
相談日以外にも、開所日に職員が相談に応じます。5

随
時
ご
相
談

◦ひとり親相談	問 ��子ども家庭・若者課（さわやか保健センター 2階）☎561-2364
◦不登校	問 ��教育研究所・やまびこ教育相談室（青地町）☎563-1270
◦健康相談（心の悩み、生活習慣病、栄養）	問 ��健康増進課（ 2階）☎561-2323
◦高齢者虐待の相談・通報窓口	問 ��長寿いきがい課（ 1階）☎561-2362

◦①暮らしの中でのさまざまな悩み・②心配ごと相談所
　	問 ��市社会福祉協議会（大路二）①☎562-0084②☎566-1266
◦外国人相談窓口	問 ��まちづくり協働課（ 2階）☎561-2337、
　市国際交流協会（ 2 階、まちづくり協働課内）☎561-2332

自転車を利用するときは、速度を控えめにして周囲
の安全をよく確認し、道路の左端や自転車道を走行
するなど、安全走行に努めましょう。
問 �交通政策課（ 5階）☎561-2343、561-2487

自転車を安全に利用しましょう！

問 �草津警察署（野村三）☎563-0110､563-0116

安 全 伝 言 板
草 津 警 察 署  

　県民の日常生活を直接脅かす生活経済事犯の代表的な
ものの一つが、悪質な訪問販売や悪質商法です。悪質商法
の被害に遭わないために、次のことに気を付けましょう！
●うまい話には乗らない
●すぐに契約せず、まず家族や友人など信頼できる人に相
談する

●契約したら、内容を確認し、それを明らかにした書面
を受け取る

●困ったとき、おかしいと思ったときは、すぐに警察へ通
報する

●身に覚えのない請求書が送られてきても、確認ができる
までお金を振り込まない

●クーリング・オフ制度を覚えておく

生活経済犯罪被害の未然防止
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問 ���子ども家庭・若者課(さわやか保健センター 2階）
　 ☎561-2364、561-6780

家庭や地域で子どもの健やかな
成長について考えましょう

見つけたよ 広がる未来とつかむ夢

児童福祉週間
5月 5日（木・祝）～１１日㈬
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